
『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について
～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の構築～（答申）

（令和４年12月19日中央教育審議会）

「学部段階においても、教職経験を有する大学教員（実務家教員）の登用を進めることが重要
であり、これを担保するための制度的な枠組みとして、教員養成学部における実務家教員の配置
に係る具体的な基準（例えば、学部の種類及び規模に応じた必要最低教員数のおおむね２割
程度以上）を設定することについて検討すべきである」

 これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）

（平成27年12月21日中央教育審議会答申）

「教育委員会とも連携して学校現場に携わる教員等を教職大学院をはじめとする大学の教職課程
の教員として確保する取組も一層推進すべきである。さらに、大学の教職課程における（略）教員に
対して大学と学校現場を交互に経験させるなどの人事上の工夫を行うことにより，理論と実践の両方
に強い教員を計画的に育成し，これらの者が，最終的には大学の教職課程を担う教員として活躍で
きるようなキャリアパスを構築することも考えられる。」

 教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて
（平成29年8月29日国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書）

「特に国立教員養成大学・学部においては、教員養成カリキュラムや教員構成において、率先して
教科専門と教科教育を一体化させ、さらに教職教育とも関連付ける取組を進めるとともに、実践探究
の場と学問探究の場の両方に軸足を置く大学教員の比率を段階的に高めるべきである。」

２．提言等

大学設置基準の一部を改正する省令案の概要

背 景

２．提言等

 昨今、「教師不足」が社会課題となっている中、教師の職務環境や処遇等の改善と
あわせて、教職の魅力向上が求められているところであり、教員養成大学・学部、教職
大学院においては、子供の学びを支える、専門的かつ創造的な高度職業人としての
教師像の確立に向け、教育委員会と積極的に連携・協働し、養成・採用・研修等の
一体的な充実に取り組んでいくことが求められている。

 教員養成の段階について、中教審「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・
採用・研修等の在り方について（答申）」においては、「変化の激しい時代にあって、
学校現場の優れた実践者が教師養成に関わることは意義のあることであり、教師の養成
について理論と実践の往還を重視した好循環を実現していくことが求められる」とされたとこ
ろであり、同答申を踏まえた取組を進める必要がある。

＜参考＞
国立教員養成大学・学部における実務家教員の割合は、16.1％（令和４年時点）

１．現状・課題

改正概要

1

教員養成に関する学部(※１)については、最低必要教員数に、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
必要な実務家教員(※2)の割合については、学部の種類及び規模に応じた必要最低教員数のおおむね２割以上は実務家教員とし、告示において別に定める
こととする。
施行期日：令和５年10月１日
経過措置：令和６年度及び７年度に行おうとする設置等の認可の申請や届出については、従前の規定のとおりとする。

令和８年度以降に行おうとする設置等の認可の申請や届出については、改正後の規定を適用することとする。

(※1)「教員養成に関する学部」とは、 教員養成を目的とし、教員免許状の取得に必要な単位の修得が卒業要件となっている学部等をいう。
(※2)「実務家教員」は、小学校等の教員としての実務の経験を有する者を中心として構成する。
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○ 文 部 科 学 省 令 第    号  

 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き 、 大 学 設 置 基 準 の 一 部 を 改 正 す

る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 五 年   月    日  

文 部 科 学 大 臣  永 岡  桂 子    

   大 学 設 置 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 大 学 設 置 基 準 （ 昭 和 三 十 一 年 文 部 省 令 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線

を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象

規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応

す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改  正  後  改  正  前  
別 表 第 一  学 部 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ 定 め る 基 幹 教 員 数 （ 第 十 条 関 係

）  

イ  医 学 又 は 歯 学 に 関 す る 学 部 以 外 の 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 数  

  ⑴  専 門 職 学 科 以 外 の 学 科 に 係 る も の  

 [ 表 略 ] 

 備 考  

  一 ～ 十  [ 略 ] 

  十 一  こ の 表 に 掲 げ る 学 部 以 外 の 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 数 に つ い て

は 、 当 該 学 部 に 類 似 す る こ の 表 に 掲 げ る 学 部 の 例 に よ る も の と

す る 。 た だ し 、 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 に つ い て は 、 免 許 状 の 種

類 に 応 じ 、 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ）

及 び 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 六

号 ） に 規 定 す る 教 科 及 び 教 職 に 関 す る 科 目 の 所 要 単 位 を 修 得 さ

せ る の に 必 要 な 教 員 を 置 く も の と す る ほ か 、 基 幹 教 員 の う ち に

は 、 文 部 科 学 大 臣 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 専 攻 分 野 に お け

る 実 務 の 経 験 を 有 し 、 か つ 、 高 度 の 実 務 の 能 力 を 有 す る 者 を 含

む も の と す る 。  

  十 二  [ 略 ] 

 

  ⑵  専 門 職 学 科 に 係 る も の  

 [ 表 略 ] 

 備 考  

  一 ・ 二  [ 略 ] 

  三  こ の 表 に 掲 げ る 学 部 以 外 の 学 部 に 係 る 教 員 数 に つ い て は 、 当

該 学 部 に 類 似 す る こ の 表 に 掲 げ る 学 部 の 例 に よ る も の と す る 。

別 表 第 一  学 部 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ 定 め る 基 幹 教 員 数 （ 第 十 条 関 係

）  

イ  医 学 又 は 歯 学 に 関 す る 学 部 以 外 の 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 数  

  ⑴  専 門 職 学 科 以 外 の 学 科 に 係 る も の  

[ 同 上 ] 

 備 考  

  一 ～ 十  [ 同 上 ] 

  十 一  こ の 表 に 掲 げ る 学 部 以 外 の 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 数 に つ い て

は 、 当 該 学 部 に 類 似 す る こ の 表 に 掲 げ る 学 部 の 例 に よ る も の と

す る 。 た だ し 、 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 に つ い て は 、 免 許 状 の 種

類 に 応 じ 、 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ）

及 び 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 六

号 ） に 規 定 す る 教 科 及 び 教 職 に 関 す る 科 目 の 所 要 単 位 を 修 得 さ

せ る の に 必 要 な 教 員 を 置 く も の と す る ほ か 、 こ の 表 に よ る こ と

が 適 当 で な い 場 合 に つ い て は 、 別 に 定 め る （ ⑵ の 表 に お い て 同

じ 。 ） 。  

 

  十 二  [ 同 上 ] 

 

  ⑵  専 門 職 学 科 に 係 る も の  

 [ 同 上 ] 

 備 考  

  一 ・ 二  [ 同 上 ] 

  [ 号 を 加 え る 。 ] 
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た だ し 、 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 に つ い て は 、 免 許 状 の 種 類 に 応

じ 、 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 に 規 定 す る 教

科 及 び 教 職 に 関 す る 科 目 の 所 要 単 位 を 修 得 さ せ る の に 必 要 な 教

員 を 置 く も の と す る 。  

  四  [ 略 ] 

 ロ  [ 略 ] 

 

 

 

 

  三  [ 同 上 ] 

 ロ  [ 同 上 ] 

 

備 考  表 中 の [ ] の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 令 和 五 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 認 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 二 条  令 和 六 年 度 又 は 令 和 七 年 度 に 行 お う と す る 大 学 の 設 置 等 （ 大 学 の 設 置 等 の 認 可 の 申 請 及 び 届

出 に 係 る 手 続 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 文 部 科 学 省 令 第 十 二 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 の 設 置 等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 認 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 八 年 度 以 後 に 行 お う と す る 大 学 の 設 置 等 の 認 可 （ 設 置 者 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 申 請

に 係 る 審 査 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 届 出 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 三 条  こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に し た 大 学 の 設 置 等 の 届 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 六 年 度 又 は 令 和 七 年 度 に 行 お う と す る 大 学 の 設 置 等 の 届 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

 （ 教 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 四 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ て い る 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 を 置 く 大 学 に 対 す る こ の 省 令

に よ る 改 正 後 の 大 学 設 置 基 準 別 表 第 一 イ ⑴ 備 考 第 十 一 号 及 び 同 表 イ ⑵ 備 考 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て
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は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 八 年 度 以 後 に 行 お う と す る 大 学 の 設 置 等 の 認 可 （ 設 置 者 の 変 更 に

係 る も の を 除 く 。 ） の 申 請 又 は 届 出 を す る 場 合 （ 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 に 係 る も の を 含 む 場 合 に 限

る 。 ） に は 、 当 該 認 可 の 申 請 又 は 届 出 に 係 る 大 学 に つ い て は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 規 定 を 適 用

す る 。  
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〇 文 部 科 学 省 告 示 第    号  

 大 学 設 置 基 準 （ 昭 和 三 十 一 年 文 部 省 令 第 二 十 八 号 ） 別 表 第 一 イ ⑴ 備 考 第 十 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 教

員 養 成 に 関 す る 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 に つ い て 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 五 年   月    日  

文 部 科 学 大 臣  永 岡  桂 子    

１  大 学 設 置 基 準 別 表 第 一 イ ⑴ 備 考 第 十 一 号 に 規 定 す る 教 員 養 成 に 関 す る 学 部 に 係 る 基 幹 教 員 数 の お

お む ね 二 割 以 上 は 、 専 攻 分 野 に お け る お お む ね 五 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を 有 し 、 か つ 、 高 度 の 実 務 の

能 力 を 有 す る 者 と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 実 務 の 経 験 を 有 し 、 か つ 、 高 度 の 実 務 の 能 力 を 有 す る 基 幹 教 員 は 、 幼 稚 園 、 小 学

校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る

教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規

定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 教 員 と し て の 実 務 の 経 験 を 有 す る 者 を 中 心 と し て 構 成 さ れ る も の

と す る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 大 学 設 置 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 五 年 文 部 科 学 省 令 第    号 ） の 施 行 の 日

（ 令 和 五 年 十 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  
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大学設置基準の一部を改正する省令案 

に関するパブリックコメント（意見公募手続き）の結果について 

 

１．意見募集の概要 

（１）募集期間：令和５年３月１日（水）～令和５年３月３１日（金） 

（２）告知方法：e-Gov（電子政府の総合窓口）、報道発表 

（３）受付方法：e-Gov（電子政府の総合窓口）、郵送・電子メール 

 

２．意見総数 

  件数：２７件 

 

３．主な意見の概要 

○専攻分野の実務経験を有する大学教員は必要。 

○現場を経験した優秀な教員を大学で採用するという趣旨は理解できる。 

○人員確保の観点から、実務家教員の実務経験年数や実務から離れた年数は柔

軟にしてほしい。 

○現在の優秀な教員の経験でも、数年後には過去に経験になることから、教員数

の基準ではなく、教職課程の科目に基準を設けて非常勤等で対応すべき。 

○大学教員は研究者として自律的に研究を行い、かつ学生の研究指導を行うた

め、修士や教務修士（専門職）、博士の学位、学術論文の執筆実績が必要。 

○実務家だから優れた教員養成ができる根拠はなく、研究者でも学校現場と協

働して研究教育する教員はおり、今回の改正で若手研究者を採用する機運が

下がることが危惧される。 

○実務家教員に期待される役割は、基幹教員が担う必要はない。 

○教師不足の中、優秀な教師が大学に流れてしまい、現場が今以上に弱体化する。 

○まず学校教員の待遇改善が必要。 
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